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(57)【要約】
　消費財のための容器（１０）であって、容器は、ボッ
クス部分（１２）、閉位置と開位置との間を移動可能な
リッド部分（１４）、およびボックス部分（１２）とリ
ッド部分（１４）とを接続するヒンジ付きコネクタ（１
６）を含む外側ハウジングと、ボックス部分（１２）に
受け入れられる複数の消費財（２０）と、外側ハウジン
グ内に摺動可能に受け入れられ、複数の消費財（２０）
とボックス部分（１２）との間に配置される内側フレー
ム（１８）と、を含む。内側フレーム（１８）は降位置
と昇位置との間を摺動可能であり、内側フレーム前部壁
（３６）、内側フレーム後部壁（３８）、対向する内側
フレーム側壁、および内側フレーム（１８）の壁の底部
端から垂下し、内側フレームの底部端の開口部内に延在
する持ち上げ要素（４８）を含む。持ち上げ要素（１８
）の少なくとも一部はボックス部分底部壁と消費財との
間に配置される。リッド部分（１４）は、リッド部分（
１４）が閉位置と開位置との間を移動すると、内側フレ
ーム（１８）が降位置と昇位置との間を摺動するように
、ヒンジ付きコネクタから第１のヒンジ線に沿って、ま



(2) JP 2018-537367 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費財のための容器であって、
　ボックス部分と、閉位置と開位置との間を移動可能なリッド部分と、前記ボックス部分
とリッド部分とを接続するヒンジ付きコネクタとを含む外側ハウジングと、
　前記ボックス部分内に受け入れられる複数の消費財と、
　前記外側ハウジング内に摺動可能に受け入れられ、前記複数の消費財と前記ボックス部
分との間に配置される内側フレームであって、前記内側フレームは降位置と昇位置との間
で摺動可能であり、前記内側フレームは内側フレーム前部壁と、内側フレーム後部壁と、
対向する内側フレーム側壁と、底部端の開口部と、を含み、前記内側フレームは前記内側
フレームの壁の底部端から垂下する、かつ前記内側フレームの底部端の開口部内に延在す
る持ち上げ要素をさらに含み、少なくとも持ち上げ要素の一部は、前記内側フレームを前
記降位置から昇位置へと摺動させることにより、前記持ち上げ要素を選択された前記複数
の消費財と係合させ、かつ前記選択された消費財を前記ボックス部分の底部壁から持ち上
げるように、ボックス部分の底部壁と前記消費財との間に配置される、内側フレームと、
を含み、
　前記リッド部分は、前記リッド部分が前記閉位置と前記開位置との間を移動すると、前
記内側フレームが前記降位置と昇位置との間を摺動するように、前記ヒンジ付きコネクタ
から第１のヒンジ線に沿って、また前記内側フレームから第２のヒンジ線に沿って垂下す
る、容器。
【請求項２】
　前記ヒンジ付きコネクタが前記ボックス部分から第３のヒンジ線に沿って垂下する、請
求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記ヒンジ付きコネクタがリッド部分の後部壁の少なくとも一部を形成する、請求項１
または２に記載の容器。
【請求項４】
　前記リッド部分が、リッド部分の上部壁およびリッド部分の後部壁を含み、前記ヒンジ
付きコネクタは前記リッド部分の後部壁の中間パネルから形成され、前記中間パネルは前
記リッド部分の上部壁から第１のヒンジ線に沿って、また前記ボックス部分から前記第３
のヒンジ線に沿って垂下する、請求項３に記載の容器。
【請求項５】
　前記リッド部分が、前記内側フレーム後部壁から前記第２のヒンジ線に沿って垂下する
第１のリッド部分後部壁と、前記内側フレームの後部壁から前記第２のヒンジ線に沿って
垂下する第２のリッド部分後部壁と、を含み、前記ヒンジ付きコネクタは前記第１のリッ
ド部分後部壁と第２のリッド部分後部壁との間に延在する、請求項１～４のいずれかに記
載の容器。
【請求項６】
　前記リッド部分が、リッド部分後部壁を含み、前記第１のリッド部分後部パネルと、前
記第２のリッド部分後部パネルと、前記ヒンジ付きコネクタとは前記リッド部分後部壁の
一部から形成される、請求項５に記載の容器。
【請求項７】
　前記内側フレームが、前記内側フレーム後部壁から前記第２のヒンジ線に沿って垂下す
る内側フレームコネクタパネルをさらに含み、前記内側フレームコネクタパネルは前記第
１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部パネルの内側表面に固定される、請求
項５または６に記載の容器。
【請求項８】
　前記持ち上げ要素が前記内側フレーム前部壁の底部端から垂下する、請求項１～７のい
ずれかに記載の容器。
【請求項９】
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　前記持ち上げ要素が、前記ボックス部分後部壁と前記消費財との間に配置され、少なく
とも１つの側面持ち上げパネルが、消費財の間の前記底部持ち上げパネルから延在する、
請求項８に記載の容器。
【請求項１０】
　前記リッド部分が、前記リッド部分が前記閉位置と前記開位置との間を移動すると、前
記ボックス部分に対して枢動移動と並進移動の両方を有する、請求項１～９のいずれかに
記載の容器。
【請求項１１】
　前記複数の消費財に巻き付けられる内側ラッパーをさらに含み、前記内側ラッパーは、
前記持ち上げ要素が前記開口部を通して前記選択された消費財と接触できるように、前記
内側フレームの前記持ち上げ要素に対応する位置に開口部を含む、請求項１～１０のいず
れかに記載の容器。
【請求項１２】
　前記内側ラッパーが前記ボックス部分底部壁の前記内側表面に固定される、請求項１１
に記載の容器。
【請求項１３】
　前記外側ハウジングが、単一の層状ブランクから形成される、請求項１～１２のいずれ
かに記載の容器。
【請求項１４】
　前記複数の消費財が、複数のエアロゾル発生物品を含む、請求項１～１３のいずれかに
記載の容器。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の容器を製造する方法であって、前記方法が，
　ボックス画定部分と、リッド画定部分と、前記ボックス画定部分と前記リッド画定部分
との間のヒンジ付きコネクタとを有する第１の層状ブランクを提供するステップであって
、前記リッド画定部分が前記ヒンジ付きコネクタから第１のヒンジ線に沿って垂下する、
提供するステップと、
　フレーム画定部分および持ち上げ要素を画定するための１つ以上の持ち上げパネルを含
む第２の層状ブランクを提供するステップであって、前記フレーム画定部分が、フレーム
前部壁パネルと、フレーム後部壁パネルと、第１のフレーム側壁パネルと、第２のフレー
ム側壁パネルとを含み、前記１つ以上の持ち上げパネルが前記フレーム画定部分の壁パネ
ルの前記底部端から垂下する、提供するステップと、
　前記持ち上げ要素が選択された前記消費財の下に配置されるように、前記第２の層状ブ
ランクを複数の消費財に巻き付けるステップと、
　前記第１の層状ブランクを前記内側フレームの周りに組立てて、前記外側ハウジングの
前記ボックス部分、リッド部分、およびヒンジ付きコネクタを形成するステップと、
　前記リッド部分が第２のヒンジ線の周りで前記内側フレームから垂下するように、前記
リッド部分を前記内側フレームに接続させるステップと、を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は消費財のための容器に関連し、その容器は枢動可能なリッドに連結される摺動
内側フレームを含む。本発明は、喫煙物品などの細長い消費財の容器としての特定の用途
がある。
【背景技術】
【０００２】
　喫煙物品などの消費財は一般に、ボックス部分と、容器の後部壁を横切って延びるヒン
ジ線の周りにボックス部分に結合されたリッドとを持つヒンジリッド型容器（いわゆるＦ
ｌｉｐ－Ｔｏｐ（商標）ボックス）などの、剛直な箱型容器内にパッケージされる。一部
の場合に、容器はさらに、消費財の少なくとも一部分の周りに巻かれた内側フレームを含
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む。これは、容器に対してさらなる剛直性を提供し、かつ消費財を保護しうる。内側フレ
ームがボックス部分の上縁端上に延びる場合、内側フレームはまたそれに対してリッドを
閉じることができるような表面を提供する。
【０００３】
　各容器を形成するために使用される材料の量を最小にし、かつ消費者のために各容器を
使いやすいサイズにするために、容器の大きさは、典型的にそれらが所望の数の消費財を
含むのに必要とされる大きさであるに過ぎない。しかしながら、一部の場合に、容器内の
消費財のそのような窮屈なパッケージングは、容器からの消費財の最初の取り出しを困難
にしうる。例えば、ヒンジリッド型容器内にパッケージされた複数の喫煙物品の場合には
、容器がいっぱいの時、喫煙物品の端をつかむことが困難でありうる。
【０００４】
　ＷＯ－Ａ－２０１５／１４１０１０は、受け部、ヒンジリッドおよび受け部の下側に設
けられ、受け部内の対象物を載置することができる昇降部を有するヒンジリッドパッケー
ジを記載し、昇降部はヒンジリッドの開閉に連動して昇降する。
【０００５】
　容器からの複数の消費財の最初の取り出しを容易にする消費財のための容器を提供する
ことが、望ましい。消費財のための従来の容器と実質的に同一のサイズおよび形状であり
、かつ最小限の変更で既存の高速度の製造機械および工程を使用して製造されうるような
容器を提供することが、特に望ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明によれば、消費財のための容器が提供され、容器は、ボックス部分、閉位置と消
費財がボックス部分から取り出し可能である開位置との間で枢動可能リッド部分、および
ボックス部分とリッド部分とを接続するヒンジ付きコネクタを含む外側ハウジングと、ボ
ックス部分に受入れられる複数の消費財と、外側ハウジングに摺動可能に受け入れられる
内側フレームであって、複数の消費財とボックス部分との間に配置される内側フレームと
、を含む。内側フレームは、降位置と昇位置との間で摺動可能である。本発明によれば、
内側フレームは持ち上げ要素を含み、内側フレームを降位置から昇位置へと摺動させるこ
とにより、持ち上げ要素を選択された複数の消費財と係合させ、ボックス部分の底部壁か
ら選択された消費財を持ち上げるように、持ち上げ部分の少なくとも一部分がボックス部
分の底部壁と消費財との間に配置される。リッド部分は、リッド部分が閉位置と開位置と
の間を枢動すると、内側フレームが降位置と昇位置との間を摺動するように、ヒンジ付き
コネクタから第１のヒンジ線に沿って、また内側フレームから第２のヒンジ線に沿って垂
下する。
【０００７】
　本発明の以下の記述において、本発明による容器の構成要素の相対的位置を記述するた
めに使用される「側部」、「上部」、「底部」、「前部」、「後部」およびその他の用語
は、上部にリッド部分を持つ直立位置にある容器について言及するものである。本発明に
よる容器を記述する時、描写する容器の向きに関係なく、これらの用語が使用される。リ
ッド部分後部壁がヒンジ線に沿ってボックス部分後部壁から垂下するそれらの実施形態に
おいて、ヒンジ線は、容器の「後部」に位置し、ヒンジ線の回りでの枢動動作によりリッ
ド部分を開けられるようにする。容器の「前部」は、容器の「後部」と相反する容器の側
を意味する。
【０００８】
　本明細書で使用される場合、「高さ」という用語は、上部と底部との間に延びる寸法を
意味する。本明細書で使用される場合、「幅」という用語は、２つの側部の間に延びる寸
法を意味する。本明細書で使用される場合、「奥行き」という用語は、前部と後部との間
に延びる寸法を意味する。高さ、幅、および奥行きは、相互に垂直である。
【０００９】
　本明細書で使用される場合、「パネル」という用語は、材料の単一の連続した部分から
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形成される容器の一部分を意味する。パネルは、１つ以上の他のパネルから垂下してもよ
い。「フラップ」という用語は、１つのみの他のパネルに従属するパネルを意味する。
【００１０】
　「壁」という用語は、より一般的に容器の面を意味し、また壁は単一のパネルまたはフ
ラップから形成されてもよく、または壁は２つ以上の隣接するまたは重なり合うパネルま
たはフラップから形成されてもよい。
【００１１】
　本明細書で使用される場合、「弱化線」という用語は、弱化線が形成される材料が折り
畳まれまたは壊されうることに従って弱体化する線を指す。弱化線は、例えば、折り目線
、刻み目、穿孔線、筋付け線、および切れ目のうちの少なくとも１つを含んでもよい。本
発明による容器において、各ヒンジ線は好ましくは弱化線によって画定される。
【００１２】
　本明細書で使用される場合、「垂下する」および「垂下している」という用語は、壁、
パネルまたはフラップと隣接した壁、パネルまたはフラップとの間の接続を指す。壁、パ
ネルおよびフラップは、隣接した壁、パネルまたはフラップから１つ以上の弱化線に沿っ
て垂下していてもよい。壁、パネルまたはフラップは、隣接した壁、パネルまたはフラッ
プから単一の弱化線に沿って垂下していてもよく、ここで、壁、パネルまたはフラップは
、典型的に、実質的に平行六面体の容器内で約９０度の角度で単一の弱化線に沿って折り
畳まれる。別の方法として、壁、パネルまたはフラップは、隣接した壁、パネルまたはフ
ラップから複数の弱化線に沿って垂下していてもよい。例えば、複数の平行なおよび同一
の広がりをもつ弱化線は、層状ブランクが複数の弱化線に沿って折り畳まれる時、実質的
に丸み付きの端または面取り付きの端が、隣接した壁、パネルまたはフラップの間に形成
されるように、層状ブランク内に形成されてもよい。別の方法として、複数の部分的に重
なっているが少しずつずらして配列された弱化線が、層状ブランクが複数の弱化線に沿っ
て折り畳まれる時、ねじれた端が、隣接した壁、パネルまたはフラップの間に形成される
ように、層状ブランク内に形成されてもよい。
【００１３】
　別の方法として、壁、パネルおよびフラップは、弱化細片に沿って、隣接した壁、パネ
ルおよびフラップから垂下していてもよい。例えば、材料は、レーザまたはブレードなど
の切除ツールを使用して、層状ブランクの表面から取り外されてもよい。そこから材料が
取り外されるブランクの部分は、ブランクが容器に変わる時、それに沿ってブランクを変
形することを容易にしうる弱化細片を形成する。例えば、別のやり方では、隣接した壁、
パネルまたはフラップの間に実質的に丸み付きの端を形成するための複数の弱化線を含み
うるそれらの容器において、複数の弱化線は、複数の弱化線の最初から最後までの全体の
幅に対応する幅を有する弱化細片と取り替えられてもよい。個別の弱化線を除くことによ
り、弱化細片は、適正な丸み付きの端を形成することができ、一方で、複数の弱化線によ
って形成された実質的に丸み付きの端は、識別可能な弱化線を保持しうる。
【００１４】
　本明細書で使用される場合、「弱化ゾーン」という用語は、折り目線、刻み目、穿孔線
および切れ目線を含む弱化線、ならびに切除区域を含む弱化細片を包含する。
【００１５】
　本明細書で使用される場合、「選択」という用語はサブセットの合計数を指す。したが
って、容器内の選択された消費財は、単一の消費財であってもよく、または選択された消
費財は、消費財の合計数から１を引いた数までおよびそれを含む数の複数の消費財であっ
てもよい。
【００１６】
　本発明による容器は、選択された消費財を係合するように構成される持ち上げ要素を含
む摺動可能な内側フレームを提供し、有利には、選択された消費財の持ち上げを可能にす
る便利な手段を提供する。特に、容器が満杯状態の時に容器からの消費財の取出しを容易
にするために、内側フレームは、持ち上げ要素が残りの複数の消費財に対して選択された
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消費財を持ち上げるように、ボックス部分底部壁から離れるように摺動することができる
。したがって、それは選択された消費財内の１つ以上の消費財をつかむことを容易にする
。例えば、消費財が複数の細長い喫煙物品であるそれらの実施形態では、選択された消費
財を持ち上げることによって、隣接した残される消費財の端部の上方に、選択された消費
財内の各消費財の端部を持ち上げる。そのような実施形態において、本発明による容器は
、したがって、選択された消費財内の消費財のそれぞれの端部をつかむことを容易にする
。
【００１７】
　持ち上げ要素が内側フレームに組み込まれることにより、最小限の変更で既存の高速度
の製造機械および処理を使用する本発明による容器の製造をも容易にし、そのような機械
は、ボックス部分、リッド部分、および内側フレームを含む容器の製造のために典型的に
すでに構成されている。
【００１８】
　持ち上げ要素を組み込んだ内側フレームはスリーブの形態であって、内側フレーム前部
壁、内側フレーム後部壁、対向する内側フレーム側壁、およびその中に持ち上げ要素が延
在する底部端の開口部を含む。持ち上げ要素以外の、内側フレームの底部端全体が開放さ
れていることが好ましい。本発明による容器の内側フレームは、従って、従来の内側フレ
ームと類似した構造を提供する。持ち上げ要素は、内側フレームの外観および機能を顕著
に損なうことなく、組み込まれることができる。有利には、持ち上げ要素を組み込んだ内
側フレームは、従って、既存の層状ブランクの、または製造および組立工程ならびに装置
の、大幅な変更の必要なく、製造・組立可能である。しかしながら、従来の内側フレーム
とは異なり、本発明による容器の内側フレームは、ボックス前部壁または他のボックス壁
にいずれにも接着されず、ボックス内およびボックスの部分的に外部で、内側フレームが
直線動作を行うことができる。
【００１９】
　本発明による容器において、リッド部分は内側フレームから第２のヒンジ線に沿って垂
下する。これは、リッド部分の閉位置から開位置への移動が自動的に内側フレームを昇位
置へと上方向に摺動させるように、内側フレームの摺動動作がリッド部分の枢動移動に連
結されていることを意味する。したがって、リッド部分を開くことにより自動的に、容器
からの１つ以上の選択された消費財の取出しを容易にするために、持ち上げ要素が選択さ
れた消費財を持ち上げるという結果をもたらす。
【００２０】
　第２のヒンジ線に沿って内側フレームに接続されているということに加えて、リッド部
分は第１のヒンジ線の周りでヒンジ付きコネクタに接続される。リッド部分は、したがっ
て、第１のヒンジ線と第２のヒンジ線の両方の周りで枢動可能である。ヒンジ付きコネク
タは、リッド部分とボックス部分との間の接続を提供する。下記の発明の説明に見られる
とおり、ヒンジ付きコネクタの配置は、有利にはリッド部分のボックス部分に対するより
大きな移動を可能とする。これにより、より顕著な持ち上げ効果が得られるように、内側
フレームのより大きな摺動移動が可能となる。
【００２１】
　一方で、リッド部分とボックス部分との間の接続により、リッド部分の動きが制限され
、そのため内側フレームもある点を越えて制限される。これにより、有利には、外側ハウ
ジングからの内側フレームおよび消費財の意図しない取り出しが防止される。
【００２２】
　下記で説明されるように、本発明の特定の実施形態では、ヒンジ付きコネクタの配置は
、外側ハウジングが最小限の変更で従来のヒンジリッド容器の層状ブランクから形成され
得るようなものである。これにより、本発明による容器を、既存の高速機器および工程を
用いて製造することができる。
【００２３】
　ヒンジ付きコネクタは、ボックス部分とリッド部分との間の外側ハウジング内に配置さ
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れる外側ハウジングの１つ以上のパネルから形成される。それに沿ってヒンジ付きコネク
タがリッド部分に接続される第１のヒンジ線は、実質的にリッド部分上部壁の後部端と一
致することが好ましい。ヒンジ付きコネクタは、従って、外側ハウジングの後部壁を上部
から部分的に下へ、外側ハウジングの後方端へ、延在する。ヒンジ付きコネクタはリッド
部分、ボックス部分、またはリッド部分とボックス部分の両方と一体化して形成されても
よい。別の方法として、ヒンジ付きコネクタは別個に形成され、リッド部分とボックス部
分の少なくとも１つに接着されてもよい。
【００２４】
　ヒンジ付きコネクタは、ボックス部分から第３のヒンジ線に沿って垂下することが好ま
しい。そのような実施形態において、ヒンジ付きコネクタは２つの関節点を含む。この構
成により、リッド部分の枢動移動から内側フレームの摺動移動への変換が最適化される。
さらに、第３のヒンジ線の追加により、リッド部分のより大きな開放が可能となり、その
ため内側フレームのより大きな摺動移動が可能となる。
【００２５】
　第１のヒンジ線および第３のヒンジ線は、ヒンジ付きコネクタを横切って実質的に水平
に延在することが好ましい。第１のヒンジ線および第３のヒンジ線のそれぞれは、実質的
に直線であることが好ましい。第３のヒンジ線は、リッド部分が閉位置にあるとき、第２
のヒンジ線と実質的に一致することが好ましい。
【００２６】
　第３のヒンジ線は、ボックス部分後部壁の上部端と実質的に一致することが好ましい。
これは従来のヒンジリッド容器のリッド部分とボックス部分との間のヒンジ線の位置に対
応する。そのような実施形態において、従って、ヒンジ付きコネクタの位置は、従来のヒ
ンジリッド容器のリッド部分後部壁の位置と一致する。
【００２７】
　ヒンジ付きコネクタはリッド部分後部壁の少なくとも一部を形成することが好ましい。
しかしながら、代替的な実施形態おいて、ヒンジ付きコネクタはボックス部分後部壁の一
部を形成してもよい。さらなる代替的な実施形態おいて、ヒンジ付きコネクタはボックス
部分とリッド部分とを接続する別個の構成要素として、しかしボックス部分後部壁または
リッド部分後部壁のいずれの一体的部分も形成しない形で、提供されることできる。
【００２８】
　本発明の特に好ましい実施形態において、ヒンジ付きコネクタはリッド部分後部壁の中
間パネルから形成され、中間パネルは、リッド部分上部壁から第１ヒンジ線に沿って、ま
たボックス部分から第３ヒンジ線に沿って垂下する。そのような実施形態において、ヒン
ジ付きコネクタを形成する中間パネルは、リッド部分後部壁の切れ目線によって画定され
てもよく、切れ目線は第１のヒンジ線から第３ヒンジ線に延在する。例えば、ヒンジ付き
コネクタを形成する中間パネルは、一対の実質的に平行な、リッド部分後部壁の上部端か
ら第３のヒンジ線に実質的に垂直に延在する対向する切れ目線によって画定されてもよい
。これらの切れ目線は、本発明による容器の組立工程が有利には従来の装置および方法を
用いて行われることができるように、外側ハウジングの組立て前に層状ブランクに組み込
まれることができる。
【００２９】
　ヒンジ付きコネクタの幅は外側ハウジングの幅の少なくとも３０％に対応し、より好ま
しくは、少なくとも４０％、最も好ましくは、少なくとも５０％に対応する。これはヒン
ジ付きコネクタが、リッド部分の開閉の繰返しを許容するように構造的完全性を有するこ
とを確実にするのに役立つ。別の方法としてまたは追加で、ヒンジ付きコネクタの幅は、
好ましくは外側ハウジングの幅の８０％以下に対応し、より好ましくは７０％以下に対応
する。
【００３０】
　外側ハウジングのリッド部分とボックス部分との間のヒンジ付きコネクタにより、ボッ
クス部分に対するリッド部分のより大きな移動が可能となる。リッド部分が固定されたヒ
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ンジ線の周りで枢動可能な従来のヒンジリッド容器とは異なり、本発明による容器におい
ては、リッド部分が枢動する第１のヒンジ線はまた、ボックス部分に対して移動可能であ
る。これは、リッド部分がボックス部分に対して枢動できるだけではなく、さらに、ヒン
ジ付きコネクタにより、リッド部分が第１のヒンジ線と共に、ボックス部分から離れるよ
うに直線的に移動することができることを意味する。リッド部分が閉位置から開位置に移
動すると、ボックス部分に対する枢動移動と並進移動の両方を有する。これにより、容器
を開ける独特な方法が提供される。
【００３１】
　上記の通り、本発明による容器のリッド部分は第１のヒンジ線と第２のヒンジ線の両方
の周りを枢動可能であり、リッド部分は、リッド部分の閉位置と開位置との間での移動の
間、これらのヒンジ線両方の周りを枢動する。リッド部分は、リッド部分前部壁、リッド
部分上部壁、対向するリッド部分側壁、およびリッド部分後部壁を含むカップ状形態であ
ることが好ましい。リッド部分は外側ハウジングの一部を形成するが、また内側フレーム
を横切って延在する第２のヒンジ線の周りのリッド部分の枢動移動を提供するように内側
フレームに接続される。リッド部分は内側フレームに一体化されてもよいが、リッド部分
は独立しており内側フレームに固定されていることがより好ましい。リッド部分は、下記
で説明する通り、ボックス部分と同じ層状ブランクから形成されることが好ましい。
【００３２】
　リッド部分は、内側フレームから第２のヒンジ線に沿って垂下する第１のリッド部分後
部パネルと内側フレーム後部壁から第２のヒンジ線に沿って垂下する第２のリッド部分後
部パネルとを含み、ヒンジ付きコネクタは第１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部
分後部パネルとの間を延在することが好ましい。
【００３３】
　第１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部パネルおよびヒンジ付きコネクタ
は、リッド部分後部壁から形成されることが好ましい。例えば、ヒンジ付きコネクタがリ
ッド部分後部壁を下方に延在する２つの対向する切れ目線によって画定される中間パネル
から形成される実施形態において、上記で説明した通り、第１のリッド部分後部パネルと
第２のリッド部分後部パネルは、ヒンジ付きコネクタを形成する中間パネルのいずれかの
側の、リッド部分後部壁の残りのパネルにより提供されてもよい。この構成において、第
１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部パネルおよびヒンジ付きコネクタを形
成する中間パネルは、共にリッド部分後部壁を画定する。
【００３４】
　リッド部分が閉位置にあるとき、第１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部
パネルおよび中間パネルは、互いに同一面内で実質的に並び、実質的に平らな後部壁をリ
ッド部分に提供する。この位置において、本発明による容器は、したがって、従来のヒン
ジリッド容器と実質的に同じ外観を有する。リッド部分が開位置に移動するとき、第１お
よび第２のリッド部分後部パネルが内側フレームと一緒に中間パネルから離れるように動
く。
【００３５】
　第１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部パネルは内側フレームに接着され
ることが好ましい。内側フレームは、内側フレーム後部壁から第２のヒンジ線に沿って垂
下する１つ以上の内側フレームコネクタパネルを含み、１つ以上の内側フレームコネクタ
パネルは、第１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部パネルの内側表面に固定
されることが好ましい。これにより、リッド部分と、リッド部分の枢動移動に連結される
内側フレームの移動を可能にする内側フレームとの必要な接続が提供される。
【００３６】
　１つ以上の内側フレームコネクタパネルは、内側フレーム後部壁の上部端からある距離
をおいて内側フレーム後部壁を横切って延在する弱化線によって画定されることが好まし
い。
【００３７】
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　内側フレームは、第１のリッド部分後部パネルと第２のリッド部分後部パネルの両方に
固定される単一の内側フレームコネクタパネルを含む。別の方法として、内側フレームは
一対の内側フレームコネクタパネルを含んでいてもよく、各内側フレームコネクタパネル
はそれぞれのリッド部分後部パネルに固定される。
【００３８】
　内側フレームコネクタパネルの高さは、第２のヒンジ線が第１のリッド部分後部パネル
と第２のリッド部分後部パネルの底部端と実質的に一致するように、実質的にリッド部分
後部壁の高さに対応することが好ましい。
【００３９】
　上記で説明した通り、本発明の容器の内側フレームは、降位置と昇位置との間の移動の
ために、ボックス部分内に摺動可能に取り付けられる。摺動移動は、内側フレームが降位
置から昇位置へと上方向に移動するように、実質的に垂直方向で行われることが好ましい
。降位置において、内側フレームは、リッド部分が完全に閉じられるようにボックス部分
内の最も低い点に位置する。従来のヒンジリッドパッケージのように、内側フレームの上
部は、降位置においてボックス部分の上部端の上に突出してもよい。内側フレーム前部壁
は、上部端に切り抜きを含み、消費財の長さ部分がより大きく露出し、それによって容器
からの消費財の取り出しが容易となる。昇位置において、内側フレームは、内側フレーム
壁のより大部分がボックス部分の上部端の上に見えるように、ボックス部分から持ち上げ
られる。
【００４０】
　内側フレームは複数の消費財の周りに配置され、内側フレーム前部壁、対向する内側フ
レーム側壁、および内側フレーム後部壁とを含むことが好ましい。内側フレームの上部端
は、開いて消費財の取り出しを可能にすることが好ましい。内側フレームの壁は、内側フ
レームの降位置においてボックス部分の対応する壁の下に隠れたままであるが、内側フレ
ームが昇位置に上方向に移動するとき露出される、１つ以上の目印を含む。
【００４１】
　本発明による容器の内側フレームは、容器の最初の開封の際に残りの消費財から選択さ
れた消費財を持ち上げるための、底部端の持ち上げ要素を組み込む。持ち上げ要素の少な
くとも一部は、選択された消費財を支持し、持ち上げるために、消費財とボックス部分底
部壁との間に配置される。消費財が喫煙物品などの細長い消費財である場合、持ち上げ要
素は持ち上げられる選択された消費財の端を部分的にまたは完全に支持することが好まし
い。
【００４２】
　選択された消費財の下にある持ち上げ要素の部分の形状およびサイズは、最初の開封の
間にいくつの消費財が持ち上げられるかによって、適合されることができる。例えば、容
器が複数の喫煙物品を収容する場合、持ち上げ要素は単一の喫煙物品を持ち上げるように
適合されることができる。
【００４３】
　持ち上げ要素は、内側フレーム前部壁の底部端から延在することが好ましい。そのよう
な実施形態において、内側フレームの底部端は、通常、内側フレームが消費財に対して昇
位置に持ち上げられることができるように開いている。他の方法として、持ち上げ要素は
内側フレーム側壁または内側フレーム後部壁の底部端から延在することができる。
【００４４】
　本発明の特定の実施形態において、持ち上げ要素は内側フレーム壁の一つの底部端から
延在する二次元持ち上げタブの形態である。持ち上げタブは選択された消費財の下に提供
され、内側フレームが昇位置に移動すると、選択された消費財を支持し、下から持ち上げ
るように構成される。持ち上げタブは、内側フレーム前部壁または内側フレーム側壁から
第１弱化領域に沿って垂下することが好ましい。持ち上げタブは、持ち上げタブがボック
ス部分底部壁と実質的に平行であるように、第１弱化領域の周りで折り畳まれることが好
ましい。
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【００４５】
　その他の実施形態において、内側フレームは、選択された消費財の下にある底部持ち上
げパネル、および選択された消費財の少なくとも１つの側部上の底部持ち上げパネルから
上方向に延在する少なくとも１つの側部持ち上げパネルと、を有する三次元持ち上げ要素
を含む。持ち上げ要素は、内側フレーム前部壁から１つ以上の弱化領域に沿って垂下する
底部および側部持ち上げパネルを含むことが好ましい。持ち上げ要素の持ち上げパネルは
、底部持ち上げパネルがボックス部分底部壁と実質的に平行であり、持ち上げパネルの各
側部が底部持ち上げパネルに実質的に垂直であるように、１つ以上の弱化領域の周りで折
り畳まれることが好ましい。この構成により、持ち上げ要素に対する剛性を改善される。
さらに、少なくとも１つ以上の側部持ち上げパネルの包含により、持ち上げる間、選択さ
れた消費財に対するさらなる支持を提供することができる。
【００４６】
　持ち上げ要素は、例えば、層状ブランクの底部端での折り目線と切れ目線の適切な配置
によって、単一の層状ブランクから内側フレームと一体的に形成されることが好ましい。
【００４７】
　複数の内側フレームを形成するための複数の層状ブランクの製造を可能にするために、
内側フレームは、内側フレーム前部壁にあり、内側フレーム前部壁の上部端から延在する
切り抜きを含み、切り抜きは持ち上げ要素を形成する１つ以上のパネルまたはタブの領域
と同じかそれより大きい。そのような実施形態において、各ブランクの持ち上げ要素は、
連続的なブランクの切り抜き内で形成することができるため、実質的に少量の廃材または
全く廃材を発生させずに、複数の内側フレームブランクを材料のロールから切り取ること
ができる。上記の通り、内側フレーム前部壁の上部端から延在する内側フレーム前部壁内
の切り抜きはまた、選択された消費財へのアクセスをさらに改善し、かつ容器からのそれ
らの取出しを容易にしうる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、容器は複数の消費財に巻き付けられた内側ラッパーをさらに
含みうる。内側ラッパーは、持ち上げ要素が開口部を通じて選択された消費財に接触でき
るように、内側フレームの持ち上げ要素に対応する位置に開口部を含むことが好ましい。
【００４９】
　開口部は、内側ラッパーが複数の消費財とボックス部分底部壁との間に配置されないよ
うに、ボックス部分底部壁と実質的に同一のサイズであってもよい。すなわち、内側ラッ
パーは、内側ラッパー底部壁がなくてもよい。
【００５０】
　別の方法として、内側ラッパーは、持ち上げられる選択された消費財のみを露出させる
サイズおよび形状を有する開口部を含む内側ラッパー底部壁を含んでもよい。そのような
実施形態において、内側ラッパーは、ボックス部分の底部壁に固定されるのが好ましい。
例えば、内側ラッパー底部壁は、ボックス部分底部壁の内側表面に固定されてもよい。こ
れは、内側フレームが上方向に移動すると、他の消費財がボックス部分内に残ったままの
状態で、選択された消費財のみが持ち上げられることを確実とするのに役立つ。
【００５１】
　開口部は、例えば内側フレーム前部壁を上方向に、持ち上げ要素の位置から上方向に延
在し、持ち上げ要素の上方向の移動を可能とすることが好ましい。
【００５２】
　代替的な実施形態において、内側ラッパーは、内側フレームが昇位置に移動するとき、
持ち上げ要素の必要な移動を可能とするように、内側ラッパーが局所的に変形することを
可能とする切れ目線の配置を含んでもよい。
【００５３】
　内側ラッパーが存在する場合、内側ラッパーは、金属箔、金属化紙、非金属化紙、プラ
スチック紙、ラミネート、ワックス紙、またその組合せから形成されてもよい。内側ラッ
パー材料は、金属化ポリエチレンフィルムおよびライナー材料のラミネートとして形成さ
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れうる。内側ラッパー材料は、スーパー仕上げグラシンペーパーでもよい。さらに、内側
ラッパー材料には、印刷受容性のトップコートを提供してもよい。内側ラッパーは、リッ
ド部分が開位置にある時に、それを通して消費財が取り出し可能なアクセス開口部を有す
ることが好ましい。
【００５４】
　上述の本発明のいずれかの実施形態において、選択された消費財は、容器内の消費財の
合計数の約２５％以下の消費財を含みうる。選択された消費財は、約４つ未満の消費財と
してもよい。選択された消費財は、単一な消費財としてもよい。
【００５５】
　上述の任意の実施形態では、容器は、外側ラッパーを含んでもよく、それは、例えば、
高密度または低密度のポリエチレン、ポリプロピレン、方向性ポリプロピレン、ポリ塩化
ビニリデン、セルロースフィルム、またはその組み合わせなどの透明高分子フィルムであ
ることが好ましく、また外側ラッパーは、従来的な方法で適用される。外側ラッパーは開
封テープを含みうる。追加的にまたは代替的に、外側ラッパーは画像、消費者情報、また
はその他のデータを印刷されていてもよい。
【００５６】
　容器は、幅の狭い２つの壁によって間隙を介した幅の広い２つの壁を含む、直方体であ
ることが好ましい。本発明による容器は、長手方向の直角の端および横断方向の直角の端
を持つ直方体の形状とすることができる。別の方法として、容器は、１つ以上の長手方向
の丸み付きの端、横断する丸み付きの端、長手方向の面取り付きの端または横断する面取
り付きの端、またはその組み合わせを含みうる。
【００５７】
　別の方法として、容器は、例えば、多角形（三角形または六角形など）、または半楕円
形、または半円形といった、非長方形の横断断面を持っていてもよい。
【００５８】
　上述の任意の実施形態では、複数の消費財は複数のエアロゾル発生物品を含んでもよい
。消費財は、例えば、紙巻たばこ、葉巻たばこまたはシガリロなどの細長い喫煙物品を含
みうる。当然のことながら、その寸法を適切に選択することにより、本発明による容器は
、異なる数の従来サイズ、キングサイズ、スーパーキングサイズ、スリムまたはスーパー
スリムの紙巻たばこ用に設計しうる。別の方法として、その他の消費財を容器内に収容し
てもよい。
【００５９】
　寸法の適切な選択によって、本発明による容器は、異なる合計数の喫煙物品、または異
なる配置の喫煙物品を保持するよう設計しうる。例えば、寸法の適切な選択によって、本
発明による容器は、合計１０～３０本の喫煙物品を保持するよう設計しうる。
【００６０】
　喫煙物品は、喫煙物品の合計数に応じて、異なる並べ方で配置しうる。
【００６１】
　本発明による容器は、同一のタイプまたはブランドの、または異なるタイプまたはブラ
ンドの喫煙物品を保持しうる。さらに、フィルターなし喫煙物品および各種フィルターチ
ップ付きの喫煙物品の両方を含みうるほか、異なる長さ（例えば、約４０ｍｍ～約１８０
ｍｍ）、直径（例えば、約４ｍｍ～約９ｍｍ）の喫煙物品も含みうる。容器の寸法は、喫
煙物品の長さ、および喫煙物品の並べ方に適合させることが好ましい。容器の外部寸法は
通常、容器内に収容された喫煙物品の束の寸法よりも約０．５ｍｍ～約５ｍｍだけ大きい
。
【００６２】
　本発明による容器の高さ、幅および奥行きは、容器の結果的な全体的寸法が、２０本の
紙巻たばこの典型的な使い捨てパックの寸法と類似するような寸法としうる。
【００６３】
　本発明による容器の外部表面は、製造元またはブランドのロゴ、商標、スローガンおよ
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びその他の消費者情報およびしるしを用いた、印刷、エンボス加工、デボス加工またはそ
の他の方法で装飾されうる。
【００６４】
　本発明による容器は、１つ以上の折り畳まれた層状ブランクから形成されてもよい。ボ
ックス部分、リッド部分およびヒンジ付きコネクタを含む外側ハウジングは、単一の折り
畳まれた層状ブランクから形成されことが好ましい。内側フレームは、外側ハウジングと
同じ層状ブランクから形成されてもよい。別の方法として、内側フレームは別個の層状ブ
ランクから形成されてもよい。層状ブランクは、厚紙、板紙、プラスチック、金属、また
はその組み合わせを含むがこれに限定されない、任意の適切な材料または材料の組み合わ
せから形成されてもよい。各層状ブランクは、約１００グラム／平方メートル～約３５０
グラム／平方メートルの重さを有する層状厚紙ブランクであることが好ましい。好ましい
実施形態において、各層状ブランクは、約１００マイクロメートル～約５００マイクロメ
ートルの厚さを有し、約１５０マイクロメートル～約３００マイクロメートルの厚さを有
することが好ましい。
【００６５】
　本発明によれば、上で定義した本発明による容器の製造のための方法がさらに提供され
る。方法は、ボックス画定部分およびボックス画定部分とリッド画定部分との間のヒンジ
付きコネクタとを有する第１の層状ブランクを提供するステップであって、リッド画定部
分はヒンジ付きコネクタから第１のヒンジ線に沿って垂下する、提供するステップと、フ
レーム画定部分および持ち上げ要素を画定するための１つ以上の持ち上げパネルを含む第
２の層状ブランクを提供するステップであって、１つ以上の持ち上げパネルはフレーム画
定部分の底部壁から垂下する、提供するステップと、持ち上げ要素が選択された消費財の
下に配置されるように、第２の層状ブランクを複数の消費財に巻き付けるステップと、外
側ハウジングのボックス部分、リッド部分、およびヒンジ付きコネクタを形成するように
、第１の層状ブランクを内側フレームの周りに組立てるステップと、リッド部分が内側フ
レームから第２のヒンジ線の周りで垂下するように、リッド部分を内側フレームに接続す
るステップと、を含む。
【００６６】
　当業者は、本発明による容器を製造するために、容器の外側ハウジングが、内側フレー
ムの持ち上げ要素が容器の底部に、持ち上げられる選択された消費財の下に位置するよう
に、内側フレームの周りに組立てられることを理解するであろう。
　次に、以下の図面を参照しながら本発明をさらに説明するが、これは例証としてのみで
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１は、本発明の実施形態による容器の正面斜視図であり、ここではリッド部分
が閉位置にある。
【図２】図２は、図１の容器の背面斜視図であり、ここではリッド部分が閉位置にある。
【図３】図３は、図１および２の容器の正面斜視図であり、ここではリッド部分が開位置
にあり、内側フレームが昇位置にある。
【図４】図４は、図１～３の容器の背面斜視図であり、ここではリッドがわずかに開位置
にある。
【図５】図５は、図１～４の容器の内側フレームの斜視図である。
【図６】図６は、図１～４の容器の外側ハウジングを形成するための層状ブランクの概略
平面図である。
【図７】図７は、図１～４の容器の内側フレームを形成するための層状ブランクの概略平
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　図１～図４は、本発明の実施形態による容器１０を示す。容器１０はボックス部分１２



(13) JP 2018-537367 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

、リッド部分１４およびボックス部分１２をリッド部分１４に接続するヒンジ付きコネク
タ１６を含む。内側フレーム１８はボックス部分１２内に摺動可能に受け入れられ、細長
い喫煙物品２０の束は内側フレーム１８内に受け入れられる。喫煙物品２０の束は喫煙物
品２０と内側フレーム１８との間に配置される内側ラッパー２２に包まれる。
【００６９】
　リッド部分１４は、リッド前部壁、対向するリッド側壁、リッド上部壁２４およびリッ
ド後部壁２６を含む。図２に示す通り、リッド後部壁２６は、ヒンジ付きコネクタ１６を
形成する中間パネルおよび中間パネルの両側の一対のリッド部分後部パネル２８の３つの
隣接するパネルにより形成される。リッド後部壁２６の３つのパネルは、リッド部分後部
壁２６の上部端と底部端との間に延在する一対の垂直な切れ目線により画定される。ヒン
ジ付きコネクタ１６は、リッド後部壁２６の上部端に沿って延在する第１のヒンジ線３０
に沿って、上部壁２４に接続される。下記でより詳細に説明する通り、リッド部分後部パ
ネル２８はそれぞれ内側フレーム１８に固定される。
【００７０】
　リッド部分１４は、図１および図２に示される閉位置と図３に示される完全な開位置と
の間を枢動可能である。図４において、リッド部分１４は部分的に開いた状態で示される
。
【００７１】
　ボックス部分１２は、ボックス前部壁、対向するボックス側壁、ボックス底部壁および
ボックス後部壁３２を含む。ヒンジ付きコネクタ１６は、おおよそ従来のヒンジリッド容
器のヒンジ線の位置で、容器の後面を横切って横方向に延在する第３のヒンジ線３４に沿
ってボックス後部壁３２に接続される。第３のヒンジ線３４は、リッド部分後部パネル２
８もまた第３のヒンジ線３４に沿ってボックス後部壁３２に接続されるように、容器１０
の全幅にわたって延在する。
【００７２】
　図５に示す通り、内側フレーム１８は、フレーム前部壁３６、対向するフレーム側壁お
よび２つのフレーム後部パネル４０から形成されるフレーム後部壁３８を含む。組み立て
られた容器において、内側フレーム１８は、包まれた喫煙物品２０の束およびボックス部
分１２の対応する壁の下にある内側フレーム１８の壁を取り囲む。
【００７３】
　図に示す通り、内側フレーム１８の上部がボックス部分１２の上部端の上に突出し、フ
レーム前部壁は上部に切り抜き４２を含み、容器からの喫煙物品２０の取り出しを用意に
する。
【００７４】
　内側フレーム後部壁３８は、内側フレーム後部壁３８を横切って、上部端からある距離
離れて横方向に延在する第２のヒンジ線４４を含む。第２のヒンジ線４４は、各フレーム
後部壁パネル４０の上部にある内側フレームコネクタパネル４６を画定する。組立てられ
た容器１０において、リッド部分１４は第２のヒンジ線４４の周りに枢動可能なように、
内側フレームコネクタパネル４６は、対応するリッド部分後部壁２８の内側表面にそれぞ
れ固定される。内側フレームコネクタパネル４６は、内側フレームコネクタパネル４６は
リッド部分後部壁パネル２８の上に重なるように、リッド部分後部壁パネルの高さに実質
的に対応する。
【００７５】
　内側フレーム１８はボックス部分内に取り付けられるが、ボックス部分１２に固定され
ず、そのためボックス部分１２内で上下に摺動できる。
【００７６】
　リッド部分１４の閉位置において、図１および図２に示すように、容器１０は直方体形
状を有し、それはリッド部分１４の壁がボックス部分１２の対応する壁の実質的に連続し
た延長部を形成する。閉じた容器１０は、ヒンジ付きコネクタなしで従来のヒンジリッド
容器と実質的に同じ外観を有する。この位置において、内側フレーム１８は、ボックス底
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部壁に隣接して、ボックス部分１２の底部に持ち上げ要素４８を含む降位置にある。
【００７７】
　図３に示す開位置へとリッド部分１４が移動するとき、リッド部分１４はヒンジ付きコ
ネクタ１６に対して第１のヒンジ線３０の周りを後方に枢動し、さらに内側フレーム１８
および喫煙物品２０の束に対して第２のヒンジ線４４の周りを後方に枢動する。ヒンジ付
きコネクタ１６は、リッド部分１４全体が後方に動いてボックス部分１２から離れるよう
に、ボックス部分１２に対して第３のヒンジ線３４の周りを後方に枢動する。リッド部分
１４と内側フレーム１８との間の接続は、リッド部分１４が開位置に向かって移動すると
、内側フレーム１８が上方向に引っ張られ、ボックス底部壁から離れることを意味する。
図３は、リッド部分１４が開位置にあり、内側フレーム１８が昇位置にある状態の容器１
０を示す。この位置において、内側フレーム１８はボックス部分１２から最大限持ち上げ
られる。リッド部分１４がボックス部分１２に接続された結果、リッド部分１４のさらな
る移動が制限されるため、内側フレーム１８の上方向へのさらなる移動が妨げられる。
【００７８】
　図５に示す通り、内側フレーム１８は、フレーム前部壁３６の底部端から垂下し、内側
フレーム１８の一体部分として形成される、持ち上げ要素４８を含む。持ち上げ要素４８
は、フレーム前部壁３６の底部端から実質的に水平に延在する三角底部持ち上げパネル５
０、および底部持ち上げパネル５０から実質的に垂直に上方向に延在する三角側部持ち上
げパネル５２を含む。組立てられた容器１０において、底部持ち上げパネル５０は束内の
単一喫煙物品５４の下にあり、側部持ち上げパネル５２は上方向に単一の喫煙物品５４に
沿って延在する。
【００７９】
　喫煙物品２０を囲む内側ラッパー２２は、底部持ち上げパネル５０および側部持ち上げ
パネル５２が、直接喫煙物品に接触できるようにする開口部（図示せず）を含む。内側フ
レーム１８が図３に示す昇位置に向けて上方向に移動すると、持ち上げ要素４８は底部持
ち上げパネル５０上に支持される喫煙物品５４を上方向に押し、それにより束の中の残り
の喫煙物品２０に対して上方向に持ち上げられる。
【００８０】
　単一の喫煙物品５４が持ち上げられたとき、喫煙物品２０の束の残りがボックス部分１
２の底部に残ることを確実にするように、内側ラッパー２２の底部は、開口部の位置から
離れて、ボックス底部壁の内側表面に固定される。
【００８１】
　図６は、容器１０のボックス部分１２、リッド部分１４、およびヒンジ付きコネクタ１
６を形成するための単一の層状ブランク１１０を示す。層状ブランク１１０は、ボックス
部分１２を形成するためのボックス画定部分１１２、リッド部分１４を形成するためのリ
ッド画定部分を含む。破線は折り目線を示し、実線は切れ目線を示す。図６に示す通り、
リッド後部壁パネル１２６は、第１のヒンジ線３０と第３のヒンジ線３４との間に延在す
る実質的に垂直な一対の切れ目線１２７を含む。これらの切れ目線１２７は、リッド後部
壁パネル１２６の中心にヒンジ付きコネクタ１６を、またヒンジ付きコネクタ１６のいず
れかの側にリッド部分後部パネル２８を画定する。
【００８２】
　図７は、持ち上げ要素４８を含む容器１０の内側フレーム１８を形成するための単一の
層状ブランク１１８を示す。層状ブランク１１８は、フレーム前部壁パネル１３６、対向
するフレーム側壁パネル、およびブランク１１８の各側の２つのフレーム後部壁パネル１
４０を含む。第２のヒンジ線４４は、フレーム後部壁パネル１４０のそれぞれを横切って
延在し、上記の通り、内側フレームコネクタパネル４６を画定する。接着領域４７は、容
器１０が組立てられたとき、内側フレームコネクタパネル４６のそれぞれの上に提供され
、対応するリッド部分後部パネル２８の内側表面に内側フレームコネクタパネルを固定す
る。
【００８３】
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　図７に示す通り、持ち上げ要素４８を画定するための底部持ち上げパネル５０および側
部持ち上げパネル５２は、フレーム前部壁パネル１３６の底部端から延在し、折り目線５
１に沿って互いに接続される。側部持ち上げパネル５２からフレーム前部壁パネル１３６
の底部端に沿って垂下するタブ５３は、フレーム前部壁パネル１３６の残りの部分から切
り離される。三次元持ち上げ要素４８を形成するため、タブ５３はフレーム前部壁１３６
の残りの部分から分離され、反時計回りに９０°回転し、タブ５３が元々画定された位置
に隣接する位置おいて、フレーム前部壁パネル１３６の内面または外面に接着される。こ
れにより、図５に示す通り、側部持ち上げパネル５２が、折れ目線５１の周りで底部持ち
上げパネル５０に対し９０°上方向に折り畳まれる。
【００８４】
　組み立てられた容器１０を形成するために、底部持ち上げパネル５０が束の中の喫煙物
品の１つの下に位置するように、持ち上げ要素４８を上記のように組み立てられた状態で
、内側フレーム１８は内側ラッパー２２に包まれた喫煙物品２０の束の周りで折り畳まれ
る。層状ブランク１１０は次いで内側フレーム１８および喫煙物品２０の束の周りで折り
畳まれ、ボックス部分１２およびリッド部分１４を形成する。上記は、リッド部分１４の
組み立て時に、内側フレームコネクタパネルが対応するリッド部分後部パネル２８の内側
表面に固定されるように、内側フレームコネクタパネルに接着剤を適用することのみの変
更で、従来の組立て技術を用いて行うことができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【要約の続き】
た内側フレーム（１８）から第２のヒンジ線（４４）に沿って垂下する。
【選択図】図３
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